
〔2023(R5)01 印紙代⾦額変更⼿順－ベースシステム㈱〕 1 / 6 

 

【 2023(令和 5)年 1 月 法定⼿数料変更に伴う印紙代⾦額変更⼿順 

MOTORJIM Cosmo/SPIA シリーズ 】 

 

● 2023(令和 5)年 1 月 1 日より、⾃動⾞の検査の際に、国および軽⾃動⾞検査協会に⽀払う法定⼿数料が
変更されます。 

継続検査の新旧印紙代 

 ⼿続きの種類 旧印紙代 新印紙代 備考 

持
込
検
査 

普通⾃動⾞ 2,200 円 2,300 円  

⼩型⾃動⾞ 2,100 円 2,200 円  

⼩型⾃動⾞（⼆輪） 1,700 円 1,800 円  

⼤型特殊⾃動⾞ 1,800 円 1,900 円  

軽⾃動⾞ 1,800 円 2,200 円  

指
定
整
備 

普通⾃動⾞ 1,600 円 

1,400 円（OSS） 

1,800 円 

1,600 円（OSS） 

 

 

※新印紙代は
OSS とそれ以外が
異なります 

⼩型⾃動⾞ 

⼩型⾃動⾞（⼆輪） 1,100 円 1,200 円 

⼤型特殊⾃動⾞ 1,200 円 

1,000 円（OSS） 

1,400 円 

1,200 円（OSS） 

軽⾃動⾞ 1,500 円 1,800 円 

1,600 円（OSS） 

※OSS（⾃動⾞保有関係⼿続のワンストップサービス/電子申請） 

 

変更に伴い、モータージム内の諸費⽤マスター設定画⾯にて、「印紙代」⾦額の変更を⾏っていただく必要がございます。 

お⼿数ですが、⾦額変更作業をよろしくお願いいたします。 

  



〔2023(R5)01 印紙代⾦額変更⼿順－ベースシステム㈱〕 2 / 6 

 

< ⾦額変更⽅法 > 

Motorjim Cosmo/SPIA シリーズ 内における［諸費⽤マスター］の⾦額を新⾦額に変更します。 

＊以下、画像⾒本はお客様がお使いのシステムの設定内容により異なります。予めご了承ください。 

※令和 4(2022)年 12 月 31 日まで、一時的に新⾦額へ変更を⾏う場合は、事前に現状の印紙代設定⾦額を 

   お控えいただくか 「F6:印刷」 から印刷しておくことをお勧めします。 

 

●例)Ⅰ  持込検査の場合（継続検査の新旧印紙代は前頁を参照ください） 

 

1) 「F5︓マスター業務１」－［諸費⽤マスター］の⾦額変更 

現状で １→1,800 円(軽⾃動⾞)、２→2,100 円(⼩型⾃動⾞)、3→2,200 円(普通⾃動⾞)、 

4→1,700 円(⼆輪)、5→1,800 円(⼤型特殊⾃動⾞) と設定されていた場合、それぞれ新しい⾦額に変更します。 

 

■ 旧⾦額 (〜2022.12.31) 印紙代 

 

 

 

 

 

 

■ 新⾦額 (2023.1.1〜) 印紙代 

 

 

 

 

  

軽⾃動⾞ ⼩型⾃動⾞ 普通⾃動⾞ ⼆輪 ⼤型特殊
⾃動⾞ 

軽⾃動⾞ ⼩型⾃動⾞ 普通⾃動⾞ ⼆輪 ⼤型特殊
⾃動⾞ 
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● 例)Ⅱ  指定整備の場合（継続検査の新旧印紙代は前頁を参照ください） 

 

1) 「F5︓マスター業務１」－［諸費⽤マスター］の⾦額変更 

現状で １→1,500 円(軽⾃動⾞)、２→1,600 円(普通⾃動⾞/⼩型⾃動⾞)、3→1,100 円(⼆輪)、 

4→1,400 円(⼤型特殊⾃動⾞)  と設定されていた場合、それぞれ新しい⾦額に変更します。 

 

■ 旧⾦額 (〜2022.12.31) 印紙代 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 新⾦額 (2023.1.1〜) 印紙代 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

軽⾃動⾞ 普通⾃動⾞
⼩型⾃動⾞ 

⼆輪 ⼤型特殊⾃動⾞ 

軽⾃動⾞ 普通⾃動⾞
⼩型⾃動⾞ 

⼆輪 ⼤型特殊⾃動⾞ 
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< ⾦額変更時のご注意点 > 

◎ 令和 4(2022)年 12 月 31 日までに、令和 5(2023)年 1 月 1 日以降(新⾦額となった後の日付)の「⾞検・
点検案内」を印刷される場合は、事前に印紙代を新⾦額に変更後印刷をしていただき、作業後は旧⾦額へ戻し
てください。 

 

◎ 持込検査の場合で旧⾦額(~2022.12.31 ⾦額)設定が、 軽⾃動⾞ も ⼤型特殊⾃動⾞ も同じ番号で 
「1,800 円」を設定していた場合は、どちらか(例えば⼤型特殊⾃動⾞)の新⾦額を別の番号で設定し、あわせて
⾞両情報(⾞両マスター)側の番号も付け替える必要があります。（下記 例Ⅲ を参考） 

 

● 例)Ⅲ  持込検査の場合で旧⾦額(〜2022.12.31 ⾦額)が 軽⾃動⾞ と ⼤型特殊⾃動⾞ で 

              共通の番号で設定してる場合 

 

1) 「F5︓マスター業務１」－［諸費⽤マスター］の⾦額変更および追加 

現状で 1→1,800 円(軽⾃動⾞/⼤型特殊⾃動⾞)、2→2,100 円(⼩型⾃動⾞)、3→2,200 円(普通⾞)、     
4→1,700 円(⼆輪) )と設定されていた場合、それぞれ新しい⾦額に変更し、 ⼤型特殊⾞ の新⾦額を空いている場
所に設定します。（この例では空いている 5 番に追加設定します） 

 

■ 旧⾦額 (〜2022.12.31) 印紙代 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⼩型⾃動⾞ 普通⾃動⾞ ⼆輪 軽⾃動⾞       
⼤型特殊⾃動⾞ 
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■ 新⾦額 (2023.1.1〜) 印紙代 

 

 

 

 

 

 

 2）①  「F2︓日常業務 2」－[対象⾞両検索] から 〔⾃動⾞種別〕︓「⼤特」(⼤型特殊⾞)を検索します。 

              ※下記は ⼤型特殊⾞(⼤特) が、[⾞両情報名称マスター]－ ⾃動⾞の種別名称︓4 で 登録されている 

                 場合です 

 

 

 

 

 

 2）②  [対象⾞両検索 出⼒形態指⽰画⾯] 下にある 「F2:出⼒対象確認」 を左クリックします。  

              ※該当件数はお客様により異なります 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

軽⾃動⾞ ⼩型⾃動⾞ 普通⾃動⾞ ⼆輪 ⼤型特殊⾞ 
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 2）③  [該当⾞両一覧表] が表⽰されますので 1 台選択して 「F3:⾞両情報」 ボタンを左クリックします。 

              ※該当⾞両情報はお客様により異なります 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 2）④  [⾞検証] が表⽰されましたら、「F9:マスタ変更」 、 「Alt+K 諸費⽤」 ボタンを左クリックします。 

            [⾞両マスターの設定 ⾞検時費⽤⼊⼒画⾯] の [印紙代] の番号を変更します。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 2）⑤  番号変更が終わりましたら、「Enter」 ボタンを何回か左クリックして [該当⾞両一覧表] に戻ります。 

             該当⾞両全てにおいて 2）③ ~ ④ の作業を⾏ってください。 

      

 

ご不明な点がございましたら弊社担当までお問合せください。 


